
沖縄市告示第 ７８　そ

都市計画ち、 （昭加４ ３年法律第１ ００ 夸） 第２ １条第２ 項において準丿目 する Ｗ巴第１
９条第１ 瑕の規定によ り都市牡両を変で したので、同悵第 ２１ 条第 ２項において準ＪＩす
る回ま第 ２０ 条第 １項の規定により 次の とお り告示し、回法第 ２１ 条第 ２項において準
用す る回法第 ２０ 条第 ２項の規定に より 当該都市計画の回書をな衆の縦覧に供す る。

令和 ７年 ５１ １　日

１　 都市計画の種類

（１ ）中部笛、域都市計画道路の変更（３

（２ ）中部笛、域都市計画道路の変ｔ（３

沖縄市長　花　城　犬
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桃原 １昜線）

桃原２昜線）

２　 都市計画を変ぞ七た土地の［Ｘ域

（１ ）沖縄市南抗原三丁目 、北谷作字吉原

（２ ）沖縄市南抗原四丁目 、北さぢ字吉原、 字桑捏、 掌上勢頭

３　 都市計画の縦覧場所

沖縄市役所５ 階　せ設部　都市整備室　都市計画担肖

北さ回Ｔ役場２階　朧設経済部　都市牡画氛
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